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肥
前
穴
嶽

石
炭

山
経
営
と
資
金

調
達
（
三
）

坪

内

安

衛

一
、

二
、

三

、

四

、t25塗5

五

、

目

次

穴
獄
炭
坑

の
資
料
収
集

藩
制
時
代
の
石
炭
生
産

藩
制
末
期
の
石
炭
山
経
営
と
資
金
調

達

(
以
上
、

五
号
)

明
治
初
期
の
穴
獄
石
炭
山
の
経
営

明
治
初
期
の
石
炭
坑
業
人

穴
獄
炭
坑
区
と
借
区
権
の
動
き

穴
獄
炭
坑

の
炭
層
に
つ
い
て

(以
上
、

納
屋
親
方
と
坑
夫

石
炭
運
搬
と
馬
方

石
炭
販
売
と
資
金
調
達

石
炭
販
売
に
よ
る
資
金
調
達

2

問
屋
か
ら
の
資
金
調
達

5

石
炭
山
経
営
資
金
調
達
の
新
し
い
動
き

六

号

)

(
N杁
L
⊥
十
帯
耳
ワ

・
虚兀
)

四
、

明

治

初

期

の

穴

嶽

石

炭

山

経

営

峨

納
屋
親
方
と
坑
夫

穴
獄
炭
坑
が
あ
っ
た
ワ
タ
エ
ン
谷
に
は
、
慶
応
年
間
に
坑
夫
の
住
む
納
屋
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
(
「
立
川
村
永

々
村
方
取
極
井
諸
記
録

〔
御
用
記

〕
)
。

明
治
の
初
期

の
石
炭
問
屋
の
大
福
帳
に
は
松
五
郎
に
関
し
明
治
五
～
七
年
に
次

の
記
録
が
あ
る
。

①

申
七
月
五
日

一
、
札
拾
弐
匁
八
分

山
出
松
五
郎

銀
札
八
匁

②

申
八
月
九
日

一
、
札
弐
拾
匁

松
五
郎
内

林
三
分

④

申
十
月
二
十
七
日

一
、

正
七
百
廿
斤
石

政
平
積
賃

一
、
+
匁

松
五
郎

④

戌
四
月
五
日

一
、
わ
ら
じ
壱
束

石
割
松
五
郎
下
男
口
口

(消
印
に
よ
り
名
不
詳
)



⑤

申
八
月
七
日

、
米

二
升
分

半
左
衛
門

二
匁
宛

松
五
郎

o
民

平

o
元

作　
米

助

山

伊
平
山

こ

の
ほ

か

に
も

松

五

郎

に

関
す

る

記

録

は
あ

る
。

資

料

⑤

で

は
、

問

屋

は
松

五

郎

を

山

方

と
同

様

に
取

扱

っ

て

い
る
、

資

料

①

、
③

の
記
録

に
見

ら

れ

る

よ
う

に
、

松

五
郎

は

石
炭

を

土
場

ま

で
運

搬

し
た

り

、

坑

業

人
政

平

の
石
炭

を

船

積

み

し

て

い

る
。

ま

た
資

料

②

、

④

の
記

録

に

よ

る

と
、

松

五

郎

は
、

坑

夫

林

三
、

ま

た

石

割

夫

(
次

項

参

照

)

を

澄

い

て

い

る
。

さ
ら

に

松

五

郎

を

別

の
角

度

か
ら

追

求
す

る

と
、

穴

獄
炭

坑

近

く

に

は

松

五

郎

の
娘

・
息

子

の
童

顔

を

刻

ん

だ
墓

が

三

つ
あ

り
、

墓

の

一
つ
に

次

の
記

録

が

あ

る

。

釈
智

好

童

女

明

治

十

三
年

辰

五

月
十

九

日

杵

島

郡

武

雄

村

山
崎

松

五

郎
娘

ム
サ

四

才

こ

れ

に

よ

る

と
、

松

五
郎

は
杵

島
郡

武

雄

村

の
者

で
あ

る
。
お

そ

ら

く

石

坂

問

屋

の
大
福

帳

に

記

録

さ

れ

て

い

る
松

五

郎

と

同

一
人

物

(
立

川

区

の
古

老

の
話

か

ら
推

察

し

て
も

)

で
あ

ろ

う
。

松

五

郎

は
、

ワ

タ

エ

ン
谷

で

は
相

当

の
実
力

者

で

あ

り

な

が

ら

「
ヨ
ソ

モ

ン
」

(
他

国

者

)

と

い
う

こ
と

か
ら

鉱

業

権

を

得

る

こ
と

が

出

来

ず
、

ワ

タ

エ

ン
谷

に
納

屋

を

持

ち
、

納

屋

の
親

方

に

な

っ
た

の

で
あ

ろ

う
o

坑

夫

に

つ

い

て

は
石

坂

問

屋

の
文

書

に
具

体

的

な
記

録

は
な

い
が
、

次

に
紹

介

す

る

石

坂

問

屋

の
大

福

帳

を

見

る

と
、

石

坂

問

屋

と
抗

業

人

・
坑

夫

の
関

係

や
、

坑

夫

生

活

の

一
面

が

う

か

が

え

る

。

次

は
明

治

六

年

か

ら

七

年

で
あ

る

が
、

①

酉

二
[月
二
十

九

日

②

、

米

一
升

、

札

六

匁

、

ろ

う

そ

く

半

打

秀

作

分

、

わ

ら

じ

三
束

夫

庄

平

酉

十

月

二
十

日

立
川
山
庫
助
頼
米

一
升
五
合

⑤

戌
二
月
二
日

④
一
、

白

米

一
升

戌

八

月

八

日

、

札

五

匁

秀
作

庄
作

平
蔵

甚

吉

さ

よ

庄
平
内

立
川
平
蔵

庄
平
内

出

し

①

、
⑤

、

④

は
、

穴

獄

炭

坑

の
抗

夫

に

つ

い

て

の
記

録

で
あ

る
。

庄

平

は

(
石
炭

出

荷

の
項

参

照

)

当

時

の

山

方

中

で

は

石
炭

採

掘

の
多

い
ほ

う

で
あ

っ
た
。

②

の

庫

助

も

石
炭

出

荷

の
記

録

は

多

い
。

古

老

(
小

松

エ
キ

さ

ん
)

の
話

で

は

「
ワ

タ

エ

ン
谷

に

は
、

坑

口

の
近

く

に
坑

夫

の
家

が

い

っ
ぱ

い
あ

っ

て
、

一
つ
の
村

が

出

来

て

い
た

。

自

家

労

力

だ

け

で
採

掘

し

て

い

た

石

炭

山

も

あ

っ
た

が
、

隣

村

(
東

松

浦

郡

平

山

村

)

か

ら

も

来

て

い

た
。

男

は
切

羽

で
炭

を

掘

り
、

硬

.
炭

の
搬

出

は
女

の
仕

事

で

あ

っ
た

」

。

炭

坑

労

働

者

の
呼

称

は
別

に

な

く

「
坑

夫

を

呼

ぶ

と

き

は
、

オ

イ
、

鉄

、

サ

ミ
、

と

い

っ
た

よ

う

に
呼

ん

で

い

ま

し

た

」

と

い
う

こ

と

で
あ

る
・

石

坂

問

屋

の
大

福

帳

の

記

録

に

も

見

ら

れ

る

よ
う

に
、

当

時

穴

獄

炭

坑

の
坑

業

人

は
、

労

働

者

を
雇

夫
、

坑

夫

と

い

う

よ

り

「
下

男

」

に

近

い
考

え

方

を

持

っ
て

い

た

。

し

か

し
、

坑

夫

と

思

わ
れ

る

な

か

に

「
割

石

」

あ

る

い

は

「
石

割

」

と

い
う

名



称
が
み
ら
れ
る
。
石
坂
問
屋
の
大
福
帳
と
嘉
永
年
間
に
建
立
さ
れ
た
墓
石
に
刻
ま

れ
た

「
割
石

・
本
田
市
蔵
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
石
坂
問
屋

の
資
料
か
ら
、
次

の
文
書
を
紹
介
し
、

「
石
割
」
に
つ
い
て
少
し
考
察
し
て
み
よ
う
。

①

戌
四
月
五
日

(明
治
七
年
の
記
録
)

一
、
わ
ら
じ
壱
束

石
割
松
五
郎
下
男
口
口

(消
印
で
名
不
詳
)

②

正
月

五
〆
七
百
文

長
門
屋

(
明
治
九
年
の
記
録
)

一
、
酒
弐
升

井
笹
屋
分

一
、

〃
三
升

草
場
分

一
、
酒

弐
升

石
右
衛
門
分

廿
匁

〆
七
升

石
割
分
入
前

一
、
外

二
壱
升

五
合

山
方
分
之
前
入

上
荷
酒
代

⑤

子
年
八
月
二
十
八
日

(
明
治
九
年
)

石
割
分
入
前

一
、
外

二
壱
升
五
合
山
方
よ
り
之
前
入

資
料
①

は
、
松
五
郎
の
内

に
お
い
て
い
た
石
割
夫
に
つ
い
て
の
記
録

で
あ
る
こ
と

が
理
解

で
き
る
。
②

の
記
録
の
長
門
屋
と
井
笹
屋
は
飲
酒
屋
で
、
草
場
は
唐
津

の

石
炭
取
引
商
で
あ
る
。

「
一
、
酒
弐
升
廿
匁
、
石
右
衛
門
分
」
と
あ
る
の
は
、
穴

獄
炭
坑
の
山
方
で
あ
る
・
当
時

「
石
割
」
は
坑
内
で
か
な
り
重
要
な
職
種
で
当
時

の
穴
獄
炭
坑
で
は
掘
進
夫
と
し
て
、
②

や
⑤
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
盆

・
正
月
に

は
特
別
な
待
遇
を
う
け
て
い
た
と
思
わ
れ

る
。

5

石
炭
運
搬
と
馬
方

穴
獄
炭
抗
か
ら
立
川
村

の
大
溜
池
の
岸
、
立
川
村
下
、
駒
鳴
村
字
白
木
を
通
り
、

石
坂
土
場
ま
で
約

一
里
の
山
道
を
、
馬
に
背
負
わ
せ
、

ま
た
は
人
が
背
負

っ
て
石

炭
を
運
搬
し
た
。
そ
の
後
明
治
十
二
年
頃
か
ら
穴
獄
炭
坑
の
石
炭

は
、
通
抜
け

(

現
在
の
立
川
隧

道
の
こ
と
)
を
通

っ
て
、
相
知
町
山
崎
の
土
場
ま
で
約

}
里
四
丁

を
荷
車
で
運
ば
れ
た
の
で
あ
る
・
運
搬
に
つ
い
て
石
坂
問
屋

の
記
録
に
は
次

の
も

の
が
あ
る
。

①

巳

四
月
二
日

草
場
藤
造
様

一

、

}

、、、、

小
石
七
荷
五
十
斤
宛

常
八
分

小
石
七
荷
七
十
斤
宛

常
八
分

〆四
荷

七
十
斤
宛

馬
四
駄

又
四
駄
十

一
月
之
才
助

三
荷

七
十
斤
宛

〆

已

十

月

廿

八

日

一
、

十

三

荷

已

十

二

月

〆
拾

壱

駄

②

覚

国

助

分

八

月

九

日

}
、

生

石

弐

百

斤

一
、

〃

六

百

弐

拾

斤

三
拾

壱

匁

一
、

〃

七

百
斤

一
、

〃

六

百
斤

村
オ

助

立
川
友

平

伊
三
郎

治

吉



⑤
「
、

}

、

一
、

一
、

一
、

生
石
七
百
弐
拾
斤

〃

四
百
八
拾
斤

〃

七
百
廿
斤

〃

五
百
斤

〃

六
百
弐
拾
斤

八
月
十
六
日

、、、、、、

円 吉 藤 儀

作 平 平 作

 

白
木

林
作

生
石
四
百
八
拾
斤

伊

平

〆

五
千
百
八
拾
斤

五
匁
宛

記

あ
ら

(註

・
デ
ケ
石

の
こ
と
)

石
八
百
弐
拾
斤

平
太
文

三
十

一
銭

一
厘

石
六
百
斤

国

助

先
取

〃

千
三
百
弐
拾
斤

新
九
郎

五
十
銭

〃

八
百
八
拾
斤

儀

市

三
十
三
銭
三
厘

〆石
三
千
四
百
斤

又

吉

〆
内
壱
円
弐
拾
九
銭

馬
届
相
渡

右
之
通
り
駄

二
而
御
た
の
み
申
上
候

立
川
山

同

儀

助

旧
七
月
十
三
日

〆
壱
円
拾
四
銭
四

厘
渡

〆
十
四
銭
九
厘
預
か
り

内
十
銭

上
荷
酒
代

石
坂野

中
円
吉
様

①
か
ら
運
搬
量

の
単
位
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば

「
小
石
七
荷
五
十
斤
宛
」

の
場
合
は

一
荷
単
位
が
五
十
斤
で
あ
る
。
別
に

「
七
十
斤
宛
」
の
場
合
も
あ
る
が
、

こ
れ
は
特
別
の
理
由
が
あ
る
の
で
な
く
、
運
搬
す
る
人
、
ま
た
は
馬
の
力
量
に
よ

つ
て
決
ま
る
も
の
で
あ
る
。
運
搬
の
単
位
に
つ
い
て
、

石
坂
問
屋
の
大
福
帳
に
次

の
よ
う
な
記
録
も
あ
る
。

子
五
月
十
七
日

(
明
治
九
年
)

一
、

小
石
七
石

久
治
分

十

吉

子

六

月

十

日

一
、

小

石

弐

駄

円

吉

分

十

吉

一
、

あ

ら

石

四
樽

峯

四

郎

分

十

吉

小

石

こ
れ

に

よ

る

と
、

小

石

(
小

さ

い

石
炭

)

は

「
何

石

」

と

桝

で
表

し
、

あ

ら

石

(
デ

ケ

石

・
低

カ

ロ
リ

ー
炭

)

は

樽

で
計

っ

て
い

る

o

②

の
記

録

は
唐

津

の
石

炭

商

人

国

助

が
立

川

山

の
石

炭

を

買

受

け

、

そ

れ

を

村

の

馬

方

、

あ

る

い

は
人

夫

に

運
搬

さ

せ

た
覚

書

で
あ

る

。

年

月

は

不

明

だ

が
、

他

の

記

録

と

照

合

し

て
、

明

治

二
年

頃

の
も

の

と

思

わ

れ

る

。

こ

の
記

録

に

「
〆

五
千

八

百

八

拾
斤

五
匁

宛

」

と

あ

る

。

「
五

匁
宛

」

と

は
、

石

炭

百
斤

を

立

川

山

か

ら

石
坂

土

場

ま

で
運

搬

す

る
駄

賃

の

こ

と

で

あ

る

。

運

搬

者

の

名

前

の

肩

に
、

例

え

ば

「
村

才

助
・

立

川

友

平

」

と

書

か

れ

て

い

る

が
・

村

才

助

の
場

合

は
駒

鳴

村

の
才

助

で
あ

り
、

立

川

、

駒

鳴

村

に
同

じ

名

前

の
者

が

二
人

以

上

あ

る

時

だ

け

で

あ

る
o

⑤

の
記

録

は
、

旧

七

月

十

三

日

と

な

っ
て

い

る

が
、

年

月

は

不

明

で

あ

る

。

こ

の



文

書

は
、

立
川

山

の
坑

業

人

儀

助

が
、

平

太

文

・
国

助

・
新

九

郎

.
儀

市

.
又

吉

ら

が
立

川

山

か

ら

石

坂

土

場

ま

で

「
デ

ケ

石

」

(
低

カ

ロ
リ

ー
炭

)

を

出

荷

し

た

駄

賃

を

記

し

て
、

石

坂

問

屋

円

吉

に
精

算

支

払

(
立

替

払

)

を

依

頼

し

た

文

書

で

あ

る

。

運
搬

駄

賃

は
石

炭

百
斤

に

つ
き

約

三
銭

七

厘

で
あ

る

。

石

炭

運

搬

駄

賃

に

つ

い

て

は
石

坂

問

屋

の
大

福

帳

に

も

次

の
記

録

が

あ

る

。

子

四

月

六

日

(
明

治

九
年

)

一
、

小

石

弐

駄

円

吉

一
、

小

石

弐

駄

常

助

分

円

吉

代

〆

四
駄

拾

銭

さ

ら

に
年

月

は

不

明

だ

が
、

旧

七

月

二

十

五

日
と

し

て
、

庫

助

記

受

合

証

文

入

円

吉

一
、

金

五

拾

壱

円

庫

助

渡

此

荷

五

円

四

万
斤

と

あ

る
。

「
此

荷

五

円

」

と

書

か
れ

た
金

額

は
、

立
川

山

か

ら

石
坂

土
場

ま

で

の

運
搬

賃

で
、

こ
れ

を

百
斤

当

り

に
計

算

す

る

と

一
銭

二
厘

に

な

る
。

(
『
鉱

山

志

料

調

』
に

ょ

る

と
、

穴

獄

炭

坑

か
ら

石
坂

土

場

ま

で
百

斤

当

り

の
駄

賃

は

「
一
銭

三

厘

」

で

ほ

ぼ

同

じ

で
あ

る

。

)

石

炭

を

運
般

す

る

馬

方

は
立

川

・
駒

鳴

村

の
者

が
殆

ん

ど

で

あ

る

。

こ

の
馬

方

全

員

が
自

分

の
持

馬

で
あ

っ
た

わ
け

で

は
な

い
。

石
坂

問

屋

か

ら

馬

を

借

り

て

「
馬

当
金

」

を

支

払

っ
て

い

る

者

も

い
た

。

勿

論

自

分

が

馬

を

持

っ
て
駄

賃

稼

ぎ

し

て

い

る

馬

方

も

い
た

。

石
坂

問

屋

の
大

福

帳

に
、

元

治

元

年

の
頃

か
ら

慶

応

二

年

ま

で

に

金

拾

両

も

借

り

、

こ

の
頃

に
馬

を

買

っ
た

の

で

は
な

い

か

と

思

わ

れ

る

馬
方

文

右

衛

門

の
精

算

記

録

が

あ

る
。

そ
れ

に

ょ

る

と
、

馬

方

文

右

衛

門

は

明

治

元
年
八
月
か
ら
十
二
月
ま
で
に
精
算
を
し
た
。

こ
れ
に
ょ
る
と
、
文
右
衛
門
は
借
金
の
精
算
に
石
坂
問
屋
に
水
田
壱
枚
と
参
の

谷
こ
ぱ

(畑
)
を
渡
し
、
残
る
借
金
は
駄
賃
を
も

っ
て
差
引
き
、
な
お
借
金
が
残

っ
た
。
そ
の
後
ま
た
す
ぐ
に
文
右
衛
門

の
妻

は
十
銭
、

五
銭
、
ま
た
粟

一
升
な
ど

を
借
り
に
行
く
と
い
う
馬
方
稼
業
の
生
活

の

一
断
面
が
見
ら
れ
る
。

参
考
ま
で
に
石
坂
問
屋
の
記
録
か
ら
明
治
時
代
の
馬

の
取
引
相
場
を
拾

っ
て
み

る
と
、
明
治
三
十
六
年
八
月
廿
三
日

「
一
、
金
拾
五
円
馬
代
政
治
郎
」
、
同
三
十

八
年
+
二
月
九
日

コ

・
金
弐
拾
三
円
馬
代
立
川
伊
平
L
と
い
っ
た
記
録
が
あ
る
。

五
、

石
炭

販

売

と

資

金

調

達

t

石
炭
販
売
に
ょ
る
資
金
調
達

明
治
初
期
に
お
け
る
穴
獄
炭
坑
の
石
炭
販
売
で
は
、
殆
ど
石
坂
問
屋
が
仲
介
に

入
り
、
敏
引
仕
切
を
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
厳
引
商
人
と
し
て
は
藩
制
時

代
よ
り
の
米
屋

・
松
本
屋

・
肥
前
屋

・
加
登
屋
の
外
に
、
藩
政
末
期
か
ら
明
治
の

初
期
に
か
け
て
か
な
り
の
石
炭
取
引
を
し
て
い
た
唐
津

の
草
場
藤
造

(
石
坂
問
屋

の
大
福
帳
に
は
米
も
叡
扱

っ
て
い
る
)

・
八
百
屋

の
常
助

(川
船
も
持

っ
て
い
る
)

・
満
島
の
石
炭
商
人
国
助

・
唐
津

の
煙
屋
久
助
等
が
あ
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
石
坂

問
屋
の
大
福
帳
に
は
瓦
屋
や
農
家
と
の
取
引
記
録
が
あ
る
。
そ
の
う
ち
か
ら
、
石

炭
の
値
立
を
し
て
他

の
物
資
と
交
換
を
し
て
い
る
記
録
を
紹
介
し
よ
う
。

①

申
八
月
五
日
か
ら
十
月
限
り
其

の
利
定

(明
治
五
年
)

、
米

五
俵
石
坂
広
作
よ
り
借
用

立
川
伊
太
郎
渡
し

代
壱
俵

二
付

百
十
五
匁
ト
七
十
弐
文
文
札
石
炭
替
石
炭
前



②

川
似
御
受
取
相
成

二
而
取
極
候

十
月
十
五
日
限

子
十
月
十

一
日

(
明
治
九
年
)

、、、、、

瓦
代
五
百
九
拾
四
枚

代
四
円
七
十
五
銭
二
厘

〆
四
円
八
十

一
銭
二
厘

内小
石
代

一
荷
五
十
五
銭

二
十
荷
分
三
円
五
十
銭

あ
っ
か
石

百
五
十
斤

〆
十
五
銭

八
+
銭
三
厘
下
久
平
様
分

〆
四
円
四
十
五
銭
三
厘
引

〆
三
十
五
銭
九
厘
子
十
月
十

百

相
渡

①

の
記
録
は
駒
鳴
村
石
坂

の
百
姓
広
作
よ
り
立
川
山
伊
太
郎

(
当
時
の
坑
業
人
)

が
米
五
俵
を
買

っ
て

(米

一
俵
に
付
百
十
匁
と
七
拾
弐
文
の
文
札
売
渡
し
)
そ
の

代
金
を
石
炭
で
支
払
う
べ
く
欺
決
め
た
も

の
で
あ
る
。
石
炭
代

は
前
川
土
場

(松

浦
川
石
坂
土
場
の
こ
と
)
で
受
取
る
べ
く
取
決
め
を
し
て
い
る
が
、
石
炭

の
価
格

は
示
し
て
い
な
い
。
②

の
記
録
は
石
坂
問
屋
円
吉

の
家
を
改
築
す
る
際
に
屋
根
瓦

を
購
入
し
て
、
そ
の
代
金

(瓦
五
百
九
拾

四
枚
分
)
〆
四
円
八
十

}
銭
二
厘
に
対

し
、

「
小
石
」

(小
さ
く
割
れ
た
石
炭
)

一
荷

(八
十
斤
)
五
十
五
銭

・
「
あ

っ

か
石
」

(
デ
ケ
石
と
も
い
う

、
低
ヵ
ロ
リ
ー
炭
)

(百
五
十
斤
)
十
五
銭
、
残
金

三
十
五
銭
九
厘
は
現
金
で
精
算
を
し
て
い
る
。
生
活
物
資
に
い
た
る
ま
で
、
代
金

を
石
炭
で
代
替
支
払
を
お

こ
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
石
坂
問
屋
は
安

く
石
炭
を
立
川
山
か
ら
買
取
り
、
山
方
は
坑
内
で
使
用
す
る

「
あ
か
し
」
や

「

「
ト
ウ
シ
ン
」

・
ろ
う
そ
く
・
塩

・
酒

.
衣
類
に
い
た
る
種

々
の
も
の
を
石
坂
問

屋
か
ら
買

っ
て
い
た
o

次
に
、
石
炭
の
売
買
契
約
を
結
び
、
前
金
を
受
取
り
、
資
金
繰
り
を
し
て
い
る

例
を
紹
介
す
る
。

前

売

証

一
、

石
炭

八
万
斤

但
時
相
場

　
　

此
引
当

金
八
拾
四
円

請
職

右
之
通
リ
正

二
売
渡
申
候
也
、
決
メ
実
正
也
、
然

ル
上

ハ
積
船
御
報
知
次
第

無
間
違
積
ミ
申
候
、
尤
旧
正
月
迄
候
ハ

バ
金
高

二
弐
歩
利
足
ヲ
附
御
勘
定
可

仕
、
為
後
日

一
札
相
渡
置
候
決
メ
伍
而
如
件

明
治
十

一
年

一
月
廿
六
日

立
川
村
売
主

江
利
庄
平
　

弁
済
受
人

野
中
円
吉
　

栗
田
九
市
殿

前
書
之
通
積
下
シ
石
炭
相
渡
可
申
候
也

山
崎
常
造
　

山
下
又
兵
衛
　

こ
の
記
録
に
よ
る
と
、
立
川
山
坑
業
人
江
利
庄
平
は
、
石
坂
問
屋
円
吉
を
保
証

人
に
た
て
、
栗
田
九
市

(
こ
の
文
書
以
外
に
栗
田
九
市

の
記
録
が
な
い
の
で
不
明
、

こ
の
地
方

の
商
人
と
は
思
わ
れ
な
い

)
と
石
炭
八
万
斤
を
当
時

の
相
場
の

「
八

」

拾
四
円
」

(千
斤
当
り

一
円
五
銭
)
で

一
応
売
買
契
約
を
結
び
、
受
聖
時
の
相
場

で
精
算
す
る
も
の
と
聖
決
め
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
石
炭
代
金
先
聖
の
売
買
契
約



に
つ
い
て
、
明
治
五
年
頃
立
川
山
の
坑
業
人
庫
助

・
半
左
衛
門

・
伊
太
郎
等
が
、

五
万
七
千
八
百
斤

の
石
炭
を

「
七
拾
六
円
」

(千
斤
当
り
約

一
円
三
十
銭
)
で
唐

津
商
人
草
場
藤
造
に
売
る
契
約
を
結
び
、

出
炭
し
た
記
録
も
あ
る
。
売
買
契
約
に

おい
て
は
、

か
な
ら
ず
石
坂
問
屋
円
吉
が
保
証
人
ま
た
は
弁
済
人
と
な

っ
て
い
て
、

穴
獄
炭
坑
経
営
と
資
金
調
達
の
仕
組
の
中

に
重
要
な
人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
石
炭
山
の
山
方
は
石
坂
問
屋
に
世
話
料

(
ま
た
は
仲
介
料
)
と
し
て

如
何
程
支
払
を
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
関
す
る
資
料
は
少
な
い
が
、

石

坂
問
屋
の
大
福
帳
に
明
治
六
年
十
二
月
三
日
、
石
炭
代
精
算
に
対
す

る
石
坂
問
屋

の
口
銭
の
記
録
で
は

「
七
拾
両
」
聖
引

の

「
口
銭
」
は

「
金
拾
両
」
と
取
引
高
の

約

一
割
四
分
三
厘
と
な
っ
て
い
る
。

山
方
は
こ
の
よ
う
な
石
炭
売
買
契
約
、

ま
た
は
注
文
に
よ
る
売
込
み
販
売
に
よ

つ
て
得
た
資
金
で
、

石
坂
問
屋

へ
の
借
金

・
利
息
や
生
活
物
資
の
代
金
支
払
に
当

て
、
な
お
残
金
が
あ
れ
ば
、

は
じ
め
て
利
潤
を
得
た
こ
と
に
な
る
。

2

問
屋
か
ら
の
資
金
調
達

資
金

の
調
達
に
つ
い
て
は
前
項
に
記
述

し
た
方
法

の
ほ
か
に
、
石
炭
山
の
開
坑

に
必
要
な
資
金
、

ま
た
は
当
面
石
炭
山
経
営
に
必
要
な
資
金
を
借
り
て
、
石
炭
出

荷
販
売

の
際
に
利
息
と
共
に
支
払
精
算
す

る
方
法
が
あ
っ
た
。
小
額
資
金
に
つ
い

て
は
、
殆
ど
石
坂
問
屋
が
貸
付

て
い
る
。

そ
の
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
記
録
が
問

屋
の
大
福
帳
に
あ
る
o

辰
十
二
月
二
十
九
日

(
明
治
元
年
)

金
弐
両
渡

但
ひ
と
へ
物
四
枚

巳
正
月
四
日

(明
治
二
年
)

壱
〆
九
十
四
文
と

一
、
米
壱
升
五
合
常
八

元
利
拾
四
〆
七
百
七
拾
四
文

(中

略
)

已
三
月
廿
日
入

残
四
〆
弐
百
三
拾
七
文

、

内
九
〆
四
百
五
拾
文

徳
平
分
入

引
残
五
〆
弐
百
十
三
文

あ
ま
り

内

二
新
金
三
両
渡
〆
直

残
五
百
四
十
七
文

不
足

こ
の
中
で
明
治

二
年
三
月
廿
日
に
精
算
を
し
た
立
川
山

の
常
八
は
他

の
資
料
な

ど
か
ら
み
て
、
立
川
山
の
山
方
中
で
も
規
模

の
小
さ
い
石
炭
山
経
営
者
と
思
わ
れ

る
。
常
八
は
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
翌
年
三
月
廿

日
ま
で
に
、
借
金
の
残
四
〆
弐

百
三
十
七
文
を
徳
平
か
ら
の
石
炭
代
九
〆
四
百
五
十
文
の
入
金
に
よ

っ
て
支
払
い
、

差
引
五
〆
弐
百
十
三
文

の
石
炭
代
金
が
常
八
に
残

っ
た
。
し
か
し
、
当
面
必
要
な

資
金
と
し
て
新
に
金
三
両
を
借
り

て
残
五
百
四
十
七
文
を
、
常
八
は
新
に
借
金
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
小
額

の
資
金
を
石
坂
問
屋
か
ら
借
り
て
石
炭
山
の
経

営
を
し
て
い
る
山
方
も
少
な
く
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
右
の
常
八
の
場
合
の
よ
う
に
出
炭
と
支
払
が
順
調
に
行
く
と
よ
い

が
、
石
炭
山
経
営
不
振

の
場
合
は
、
資
金
繰
り
は
昔
も
今
も
変
り
な
く
大
変
な
苦

労
を
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
慶
応
年
間
よ
り
穴
獄
炭
坑

で
石
炭
山
の
経
営
を
続
け
、

立
川
山
の
山
方
中
で
は
比
較
的
規
模

の
大
き
か

っ
た
亀
吉
に
対
し
、

石
坂
問
屋
円

吉
が
、
明
治
八
年
十
月
三
日
ま
で
に
貸
付
し
た

「
六
拾
六
円
四
拾
五
銭
四
厘
」
の

支
払
を
請
求
し
た
文
書
が
あ
る
か
ら
紹
介
す
る
。

記

丸
屋
亀
吉
江
貸
金
元
調
出

①

卯
年
八
月

(慶
応
三
年
)



②⑤④⑤④⑦⑧

、
金
三
円
弐
拾
八
銭
七
厘

石
炭
代

八
ケ
年
分

此
利
三
円
九
拾
四
銭
四
厘

年
中
壱
割
五
分

未
十
二
月
廿
四
日

(明
治
四
年
)

、
金
七
円
五
拾
銭

但
浜
崎
札
壱
貫
匁
也

四
十
五
ケ
月

此
利
三
円
三
十
七
銭
五
厘

月
壱
分

申
年

(
明
治
五
年
)

、
金
拾
七
円
三
拾
九
銭

石
炭
駄
賃
為
替

三
十

二
ケ
月
分

此
利
拾
円
四
拾
壱
銭

月
二
分

酉
三
月

(
明
治
六
年
)

、
同
九
十

一
銭
七
厘

安
藤
分
ぬ
か
代
払
替

三
十
ケ
月
分

此
利
五
十
五
銭

月
二
分

戌
二
月
八
日

(
明
治
七
年
)草

場
藤
造
よ
り
石
代
金

、
金
拾
壱
円
八
拾
銭

口
入
払
替

十
九
ケ
月
分

此
利
四
円
四
十
八
銭
四
厘

月
二
分

}
、
金
壱
円
六
拾
八
銭
壱
厘

販
替
分
〆
共

一
、
金
壱
円
拾
壱
銭
六
厘

塩
拾
四
俵
代

小
以
六
拾
六
円
四
拾
五
銭
四
厘

明
治
八
年
亥
十
月
三
日
出

こ
こ
に
紹
介
し
た
文
書
は
、
石
坂
問
屋
円
吉
が
大
福
帳
か
ら
未
払
に
な
っ
て
い

る
亀
吉

の
貸
出
を
調
べ
て
請
求
し
た
も
の
で
あ
る
。
①

に
石
炭
代
と
あ
る
の
は
、

契
約
出
炭

の
出
荷
不
足
代
金
が
八
ケ
年
も
未
払
に
な
り
、
年
間
壱
割
五
分
の
利
息

に
よ
っ
て
元
金
よ
り
も
多
く
な

っ
た
た
め
出
て
き
た
金
額
で
あ
る
。
②
、
⑤

で
は

石
坂
問
屋
が
立
替
払
を
し
た
も
の
が
未
払
に
な
っ
て
い
る
。
④

に
つ
い
て
述
べ
る

と
、
立
川
山

(穴
獄
炭
坑
)
に
は

「
約
馬
方
中
」

(
き
め
う
ま
)
と
い
う
記
録
が

み
ら
れ
る
・
安
藤
は
山
方
亀
吉

の

「
約
馬
方
」
で
あ

っ
た
。
ぬ
か
代
な
ど
は

一
応

山
方
が
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
駄
賃
精
算

の
際
に
ぬ
か
代
も
含
め
て
精
算

さ
れ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
は
石
坂
問
屋
が
立
替
払
を
し
て
い
た
の
で
あ
る

(他
の

山
方

(坑
業
人
)
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
)
。
⑤
は
、
唐
津
の
石
炭
商
人
草
場
藤

造
に
石
炭
売
込
み
の
世
話

(
口
入
ま
た
は
口
銭
)
を
し
た
石
坂
問
屋
に
対
す
る
世

話
料

(
口
入
)
・
「
金
拾
壱
円
八
拾
銭
」
が
、
亀
吉
の
未
払
に
な
つ
て
い
て
、
問
屋

が

一
応
立
替
払
し
た
こ
と
に
し
て
、
記
帳
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑥
に
あ
る
「
取
替

〆

共
」
分
は
、
さ
き
に
記
述
し
た
こ
の
ほ
か
の
貸
付
小
額
域
替
分
を
合
計
し
た
額
で

あ
る
。
①

か
ら
の

の
合
計
額

「
小
以
六
拾
六
円
四
拾
五
銭
四
厘
」
は
亀
吉
の
借
金

と
し
て
、
長
い
も
の
で
八
ヶ
年
間
、
年
利
壱
割
五
分
の
利
息
で
ふ
く
れ
あ
が

っ
た

も
の
で
あ
る
。
⑤
、
④

の
如
き
は
月
二
分
の
利
息
で
精
算
さ
れ
、

そ
の
利
息
合
計

だ
け
で
も
弐
拾
弐
円
七
拾
六
銭
三
厘
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
明
治
八
年
亥
十
月

三
日
、

石
坂
問
屋
円
吉
は
、
大
福
帳
か
ら
調
出
し
た
金
額
を
亀
吉
に
請
求
し
た
Q

山
方
亀
吉
は
こ
の
支
払
に
次

の

「
定
書
」
を
石
坂
問
屋
円
吉
に
渡
し
た
。

定

書

一
、
金
六
拾
六
円
四
拾
銭

右
金
来
る
明
治
九
年
二
月
石
炭
開
碩
、
然
る
上
借
主
亀
吉
よ
り
旧
七
月
迄
出

炭
高
を
以
払
入
申
候

証
書
置
入
候
得
供
、
貸
主
円
吉
よ
り
示
談

の
末
、
亀



吉
所
持

の
石
炭
礦
貸
主
に
御
渡
、
然
上

ハ
勝
手

二
支
配
出
を
以
斗
自
弁
相
立
、

本
文
金
額
満
合
候
上

ハ
右
亀
吉
江
差
戻

可
申
、
双
方
立
会
約
定
腋
極
候
上

ハ

後
日
に
至
リ
異
議
申
立
間
敷
、
貸
主
借

主
共
承
諾
、
然

二
付
如
件

明
治
八
年
九
月
四
日

吉

浦

彦

太

小

林

喜

内

両
人
共
印
形
失
差
出
代
印

前

田

拙

造
　

貸
主

野
中
円
吉
殿

借
主

丸
尾
亀
吉
殿

石
炭
山
経
営
資
金
借
入
が
年
々
借
金
と
し
て
蓄
積
し
、
遂
に
「
一
、
金
六
拾
六

円
四
拾
銭
」
を
全
額
支
払
う
ま
で
は
、
山
方
亀
吉
の
出
炭
す
る
石
炭

は
石
坂
問
屋

円
吉
が
勝
手
に
支
配
し
て
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
亀
吉

の
石
炭
山
は
問
屋

円
吉
の
管
理
山
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
本
件
に
関
連
す
る
文
書

で
先
に

「
穴

獄
炭
坑
の
炭
層
」
の
項
の
中
で
も
紹
介
し
た
史
料
を
み
よ
う
。

若
炭
山
壱
枚
物
私
引
請
、
右
山

二
差
支
無
御
座
候
バ
、
弐
枚
物
石
炭
何
方

ヨ
リ

出
石
被
成
候
共
異
儀
申
間
敷
候
、
為
置
書
差
出
候
也

明
治
十

一
年

寅
正
月
廿
二
日

野
中
円
吉

立
川
村

丸
尾
亀
吉
様

右
之
通
御
渡
申
候
間
写
書
取
候
也

右
を
見
る
と
、
亀
吉
の
石
炭
山
全
山
管

理
か
ら
、

一
部
管
理
に
す
る
こ
と
を
通

告
し
て
い
る
・
明
治
十
年
の
年
末
計
算
で
は
、
か
な
り
問
屋
に
支
払
を
す
る
こ
と

が
出
来
た
の
で
あ
ろ
う
o

こ
の
年

(
明
治
十

一
年
)
三
月
十

五
日
、

石
炭
坑
業
人
亀
吉
は
、
穴
獄
炭
坑
石

炭
山
の
借
区

(千
六
百
坪
と
三
百
坪
)
権
を
菅
木
又
六
に
譲
渡
し
て
い
る
。
σ

し
か
し
、
石
坂
問
屋
大
福
帳
の
記
録
に
よ
れ
ば
、

山
方
亀
吉
の
借
金
問
題
は
明
治

二
十
こ
年
に
や
っ
と
土
地
財
産
を
売
り
解
決
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
穴
獄
炭
坑
の
坑
業
人
の
多
く
は
石
坂
問
屋
か
ら
資
金
を
借
り
て
い

た
。
坑
業
人
の
孫
娘
の
話
に
よ
る
と

「
石
坂
問
屋
の
年
末
精
算
に
は
、
着
物
を
着

て
、
下
駄
を
は
い
て
行
く
の
が
慣
習
に
な
っ
て
い
た
が
、
於
爺
さ
ん
は
着

て
行
く

着
物
も
持
た
な
く
な

っ
て
、
自
分
の
妻
の
着
物
を
着
て
行

っ
た
こ
と
も
あ
る
」
と

聞
い
た
こ
と
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
後
で

「
先
祖
が
、
石
炭
山
経
営
な
ど
に

手
を
出
さ
な
か
っ
た
ら
、
も
う
少
し
は
財
産
も
:
:
:
」
と
も
い
わ
れ
た
。
こ
の

言
葉
は
耳
に
重
た
く
残

っ
て
い
る
。

石
炭
山
経
営
資
金
の
調
達
に
つ
い
て
は
、

こ
の
ほ
か
唐
津
水
主
町

の
米
屋
吉
井

定
治
か
ら
資
金
を
借
り
た
文
書
が
あ
る
か
ら
紹
介
す
る
。

借

用

証

券

一
、
金
四
十
円
也

但
利
付

右
之
通
り
借
用
仕
正

二
請
取
申
候
、
然

ル
上

ハ
此
引
当
立
川
村
上
石
炭
御
入
用

次
第
何
時

二
も
元
利
共
勝
手

二
御
積
候
可
罷
成
候
、
為
後
日
証
券
指
出
置
申
候

也

明
治
七
年
戌
三
月
十
七
日

二
十
六
大
区
二
小
区
駒
鳴
村

野

中

円

吉

吉

井

定

治

様

こ
の
借
用
証
券
は
、
米
屋
吉
井
定
治
に
本
証
券
を
渡
し
た
控
の
証
券
と
し
て
石
坂



問
屋
が
持

っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
当
時
石
坂
問
屋
が
貸
付
し
た
山
方

の
名
前
と
貸
付
額
が
覚
書
き
と
し
て
書
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
証
券
を
見
て
も
わ

か
る
よ
う
に
、
藩
政
時
代
に
藩
が
石
炭
坑
業
に
拝
借
金
制
度
を
設
け
た
際
に
、
直

接
石
炭
坑
業
人
に
は
貸
付
し
な
い
で
問
屋
に
貸
付
た
の
と
同
様
に
、
唐
津
水
主
町

の
米
屋
吉
井
定
治
も
経
済
力

の
乏
し
い
山
方
に
は
直
接
貸
付
ず
、

一
応
石
坂
問
屋

円
吉
に
貸
付
て
い
る
。
石
坂
問
屋
円
吉
は
、

こ
の
借
り
た
四
拾
円
を
次

の
者
に
貸

付
け
た
と
借
用
証
券
に
メ
モ
し
て
い
る
。

内
拾
四
両
二
歩

拾
四
両
二
歩

三
両

三
両

是

ハ
預
リ
引
合

二
而
、

庄
平

払
方
済

半
左
衛
門

あ
ら
算
用

米
助

直
引
受
申
候

常
平

右
同
断

今
残
内
五
両
卯
平
渡
勘
定
之
節
引
合
候
事

こ
の
よ
う
に
決
済

の
状
況
を
後
か
ら
記
入
し
て
い
る
記
録
と
別
に
石
坂
問
屋
の

メ
モ
が
あ
る
か
ら
照
合
し
て
見
る

(も
う

一
つ
の
メ
モ
は
、
両
を
円
で
書
い
て
い

る
)
。
前
記

「
卯
平
渡
五
円
は
勘
定
之
節
引
合
候
事
」
は
別
の
メ
モ
を
見
る
と
、

四
拾
円
借
用
す
る
前
に
卯
平
が

「
水
主
町
米
屋
の
蔵
に
上
石
炭
を
四
千
斤
預
け
入
」

て
い
た
か
ら
、

こ
れ
と
引
合
勘
定
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
庄
平
に
つ
い
て
は

拾
四
円
五
拾
銭
、
次
に
半
左
衛
門
の
名
前

は
弥
平
治
の
名
前
に
変

っ
て
拾
四
円
五

拾
銭
、
半
左
衛
門
と
弥
平
治
は
親
子
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
米
助
の
場
合
も

米
吉
に
変
る
。
お
そ
ら
く
親
子
で
あ
ろ
う
。
常
平
は
三
円
借
用
、
合
計
四
拾
円
で

〆
て
い
る
。

さ
て
水
主
町
米
屋
吉
井
定
治
か
ら
借
り
た
四
拾
円
の
支
払
を
す
る
時
点
で
、
借

金
額
の
変
更
が
あ

っ
て
、
弥
平
治
は
八
円
借
用
、庄
平
は
弐
拾
六
円
借
用
し
て
い
る
事

に
な

っ
た
。
そ
の
支
払

の
為
に
石
炭
を
出
荷
し
た
次

の
記
録
が
あ
る
。

}
、
金
四
拾
円

内

三
円

常
平

三
円

米
助

八
円

弥
平
治

弐
拾
六
円

庄
平

此
内

拾
四
円
五
拾
銭

五
月
石
下
分
払
入

五
月
十
日

石
四
千
斤
卯
平
分
預
り

十
月
下

石
五
千
斤

庄
平
石

内
訳

五
日
五
百
斤

庄
平

十
三
日
弐
千
五
百
斤

庄
平

三
十

一
日
弐
千
斤

庄
平

〆

米
屋
江
相
渡

こ
の
よ
う
に
五
月
か
ら
出
炭

の

一
部
は
米
屋

へ
の
借
金
返
済

に
あ
て
ら
れ
た
の

で
あ
る
Q

そ
れ
か
ら
八
ヶ
年
後
、
米
屋
は
吉
井
定
治

の
代
か
ら
吉
井
佐
太
郎
に
代

っ
た
と

思
わ
れ
る
が
、
明
治
十
五
年
九
月
二
十
六
日
、
吉
井
佐
太
郎
は
野
中
円
吉
に
対
し

書
状
で

「
明
日
中
に
は
相
出
金
子
持
参
に
て
、
若
し
金
子
持
参
に
て
御
下
り
無
之

候
ば
明
後
日
に
唐
津
裁
判
所

へ
訴
可
申
候
」
と
明
治
七
年
三
月
十
七
日
付

「
一
、

金
四
拾
円
也
」
の
野
中
円
吉
借
用
証
券
を
持

っ
て
返
済
を
せ
ま
っ
た
。
こ
の
件
は
、



米
屋
と
石
坂
問
屋
と
の
間
で
か
な
り
掛
合
が
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
結
果
的
に

は
石
坂
問
屋
円
吉
が
次
の

「
約
定
書
」
を
書
い
て
い
る
。

約

定

書

今
般
金
四
拾
円

二
而
前
借
用
金
皆
済
相
整
イ
申
候
上

ハ
、
是
迄
石
炭
計
算
御
座

候
処
、
此
節
返
済
払
整
イ
申
候
上

ハ
私

二
於
テ
計
算
無
御
座
候
、
後
日
異
論
無

之
為
約
定
証
如
件

明
治
拾
五
年
旧
十
月
廿
日

駒
鳴
村

野

中

円

吉

吉
井
佐
太
郎
殿

こ
れ
に
対
し
米
屋
吉
井
佐
太
郎
は
、
次

の
差
出
証
書
を
円
吉
に
渡
し
た
。

差

出

証

書

今
般
御
貴
殿
江
貸
付
金
催
促
仕
候
処
、

双
方
示
談
ノ
上
当
金
四
拾
円

ニ
テ
示
談

は
整
イ
申
候
、
然

ル
処
古
証
書

ハ
一
時
紛
失
仕
候

バ
バ
探
索
ノ
上
相
分
リ
申
候

上

ハ
無
相
違
御
渡
し
可
申
候
、
若
万

一
他
方

ヨ
リ
該
証
書
持
参
仕
申
候

バ
バ
、

催
促
仕
候
節
は
拙
者
共

ニ
テ
引
受
、
御
貴
殿
方

二
御
迷
惑
相
掛
ケ
申
間
敷
候
、

其
為
メ

一
札
差
出
申
候
、
此
示
談
ノ
金

員
四
拾
円

ハ
正

二
受
取
申
候
、
伍
テ
差

出
証
書
如
件

明
治
十
五
年
十
月
廿
日

野
中
円
吉
殿

野
中
庫
司
殿

東
松
浦
郡
唐
津
町
外
町

吉

井

定

治
　

吉

井

佐
太
郎
　

小

宮

惣

吉
　

吉
井
定
治
代
印

明
治

十

五

年

頃

に

は
、

す

で

に
穴

獄

炭

坑

の
石
炭

は

五

郎

谷

(
東

松

浦

郡

相

知

町
平

山

字

下

村

)

か

ら

相

知

町

山

崎

土

場

に

出

炭

さ
れ

る

よ

う

に

な

っ
て

い

た
。

石
坂

問

屋

と

穴

獄

炭

坑

の
長

い
取

引

関

係

に

つ

い

て

の

記

録

は

明

治

十

二
年

以
降

全

く

石

坂

問

屋

の
大

福

帳

か

ら

も

、

ほ

か

の
文

書

か
ら

も

消

え

て

い

る
。

こ

の

こ

ろ

石
炭

山

の
資

金

調
達

に

は

新

し

い
動

き

が

始

ま

っ
て

い

た

。

5

石
炭

山

経

営

資
金

調

達

の
新

し

い

動

き

幕

末

か

ら

維

新

に

か

け

て
穴

獄

炭

坑

の
石

炭

山

経

営

資

金

調

達

の
唯

一
の
機

関

で
あ

っ
た

石

坂

問

屋

が

な

ぜ

離

れ

て

い

っ
た

か
、

そ

れ

に

答

え

る
資

料

は

石

坂

問

屋

に

は

な

い
。

明

治

十

五
年

頃

に

は
、

す

で
に

石

坂

土

場

か

ら

(
現

在

の
伊

万

里

市

大

川

町

駒

鳴

区

)

相

知

山
崎

土

場

に
土

場

は

切

替

え

ら

れ

て
い

た

と

思

わ

れ

る

。

そ

の
理

由

と

し

て
出

荷

経

費

の
節

減

と

い

う

こ
と

は

考

え

ら

れ

な

い
。

な

ぜ

な
ら

、

従

来

の

船

路

よ
り

も

陸

送

が

高

く

な

る

か

ら

で
あ

る

(
立

川

山

よ
り

石

坂

土

場

ま

で
約

四

キ

ロ
メ

ー

ト

ル
、

相

知

山

崎

土

場

ま

で

は
約

四

・
六

キ

ロ

メ

ー
ト

ル
)

。

し

か

し

次

の

よ

う

な

問

題

は

一
つ

の
理

由

と

し

て
考

え

ら

れ

る
。

そ

れ

は
川

船

を

通
す

為

に

は
松

浦

川

の
深

さ

を

維

持

す

る

必

要

が

あ

る

と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

藩

政

時

代

は
藩

米

輸

送

の
た

め

に
藩

か

ら

は

「
川

さ

ら

い

」

の
経

費

と
、

村

か

ら

は

人

夫

を

出

夫

さ

せ

て
い

た

・

し

か

し
、

明

治

維

新

以

後

は

税

金

が
金

納

と

な
り

、

米

の
川

下

し

は
年

々
少

な

く

な
り

、

石
炭

山

の

山
方

に

対

し

「
川

さ

ら

い
」

経

費

の
負

担

が
多

く

な

っ

て
き

た

の

で

あ

っ
た

。

こ

の

こ

と

は
石

坂

問

屋

の
記

録

に
も

見

ら

れ

る
。

こ

う

し

た

理

由

の
ほ

か

に

四

節

二
項

「
穴

獄

炭

坑

区

と
借

区

権

の
動

き

」

で

あ
げ

た
資

料
①

、

②

に

「
借

区

廃

業

願

」

の
理

由

と

し

て

「
資

金

微

力

ニ
シ
テ

坑

業

不
行

届

二
付

」

と
坑

内

が

深

く

な

る

に

つ
れ

て
、

長

期

に
安

定

し

た
多

く

の
資

金

と
安

定

し

た

販

路

を

求

め

る

動

き

が
生

じ

た

こ
と

も

考

え

ら

れ

る
。

た

と

え

ば



有
力
な
商
社
と
石
炭
売
買
契
約
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て

(佐
賀
県
立
図
書
館
蔵
明

治
行
政
資
料

「
三
菱
商
社
石
炭
条
約
」
の
中
に
石
炭
稼
人
惣
代
田
代
米
吉
と
あ
る

の
は
穴
獄
炭
坑
の
坑
業
人
米
吉
で
あ
る
)
小
炭
坑
の
坑
業
人
も
、
石
炭
の
需
要
増

大
に
応
じ
て
安
定
し
た
出
炭
に
よ

っ
て
経
済
社
会
で
対
等
に
取
引
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
し

て
、

「
石
炭
方
合
併
社
」
に
立
川
村
坑

業
人
田
代
政
平
ほ
か
五
人

(明
治
十
八
年
十
月
署
名
)
が
参
加
し
て
い
る
。
資
金

の
調
達
に
も
新
し
い
動
き
が
起
き
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。

(完
)

〔
後
記

〕

石
坂
問
屋
の
資
料
以
外
に
は
次

の
資
料

・
文
献
を
参
考

・
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い

た

。
『
鉱
山
志
料
調

』

(佐
賀
県
立
図
書
館
所
蔵
)

『
明
治
行
政
資
料

』

(
同

右
)

『
厳
木
町
史

』

(厳
木
町
教
育
委
員
会
編
)

『
伊
万
里
市
史

』

(伊
万
里
市
編
)

川
内
昇
著

『
多
久
石
炭

の
話

』

(多
久
市
刊
行
)

(九
六
頁
よ
り
)

大
正
三
年
七
月
十
五
日

狂
人
炭
車

に
刎
飛
ば
さ
る

東
松
浦
郡
相
知
村
三
菱
相
知
炭
坑
々
夫
石
橋
市
太
郎

(
五
〇
)
は
豫
て
精

神
に
異
常
を
呈
し
居
た
る
が
、
去
る
十
三
日
家
人
の
制
止
を
も
聞
か
ず
し
て

家
出
し

、
午
前
八
時
五
〇
分
頃
相
知
駅
よ
り
西
方

一
哩
十
五
鎖
余
の
個
所
に

架
設
し
あ
る
鉄
橋
上
を
渡
行
中

、
相
知
駅
全
八
時
四
〇
分
発
下
り
炭
車
進
行

し
来
り

、
ア
ハ
ヤ
と
言
う
間
も
な
く
該
車
に
刎
飛
ば
さ
れ
二
五
尺
余
下
方
の

河
中
に
墜
落
し
脳
し
ん
と
う
を
起
し
死
亡
せ
り
と
。

大
正
三
年
七
月
十
七
日

治
安
警
察
法
改
正

治
安
警
察
法

の
改
正
に
関
し
て
は
、
目
下
安
河
内
警
保
局
長
及
び
河
原
田
.

後
藤
両
書
記
官
主
と
し
て
欧
米
に
お
け
る
新
制
度
に
つ
き
鋭
意
調
査
中
な
る

が

。

尚
改
正

の
要
点
は
屋
外
集
合
屋
内
集
合
の
届
出

、
結
社
の

自
由
等
を
始
め
風
俗
壊
乱
危
険
思
想
の
取
締

、
人
権
の
擁
護
其
他
広
く

一
般

に
亘
り
て
口
を
施
し
、
法
律
の
許
す
範
囲
内
に
於
て
可
及
的
改
正
寛
大
に
な

す
筈
な
り
と
。

大
正
三
年
七
月
十
九
日

補
充
兵
訴

へ
ら
る

杵
島
郡
北
方
村
志
久
杵
島
炭
坑
富
重
末
松

(
二
三
)
、
全
佐
藤
仲
市

(
二
三
)

は
敦
れ
も
陸
軍
補
充
兵
に
し
て
、
本
籍
地
を
出
発
し
て
現
住
所
に
来
り
手
続

き
を
な
さ
ざ
り
し
た
め
昨
日
告
発
さ
る
。

大
正
三
年
七
月
二
〇
日

九
鉄
里
程
表

九
州
鉄
道
管
理
局
管
内
の
総
里
数
は
、
去
五
日
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
七
〇

五
哩
四
分
外

に
貨
物
線
平
均
二
七
哩
に
し
て
之
を
細
別
す
れ
ば
、
鹿
島
線
二

八
二
・
八
・
長
崎
線

一
四
三

・
七
、
豊
州
線
一
三

一
.
三
、
筑
豊
線
七
五

.

九

、
宮
崎
線
四

一
・
○
、
川
内
線
三
〇

.
七

右

の
中
鹿
児
島
線
中
に
は
同
本
線

、
室
木
線
、
篠
栗
線

、
宮
地
線
、
三
角
線

を
含
み


